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(57)【要約】
【課題】建物に電力を供給可能な移動体を給電施設で充
電する際に低コストとなる充電電力量を算出可能な充電
量算出装置を提供する。
【解決手段】消費電力量情報だけでなく、建物電気料金
情報及び給電電気料金にも基づいて、車両から建物への
供給電力量を算出することで、建物と給電施設との電気
料金を比較して、低コストとなる供給電力量を決定する
ことができる。このように算出した供給電力量と、残電
力量と、建物に到着するまでに必要な走行消費電力量と
、に基づいて、施設充電電力量を算出することで、車両
を給電施設で充電する際に低コストとなる充電電力量を
算出することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物に電力を供給可能な移動体の残電力量を示す残電力量情報を取得する移動体情報取
得部と、
　前記移動体の現在位置を示す現在位置情報、前記建物の位置を示す建物位置情報、及び
、前記移動体に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施設位置情報、を取得する位置情
報取得部と、
　前記建物における消費電力量を示す消費電力量情報、及び、該建物における時間帯毎の
電気料金を示す建物電気料金情報を取得する建物情報取得部と、
　前記給電施設において前記移動体に電力を供給する際の電気料金である給電電気料金を
示す給電電気料金情報を取得する施設情報取得部と、
　前記現在位置情報、前記施設位置情報及び前記建物位置情報に基づいて、前記現在位置
から前記給電施設を経由して前記建物に到着するまでに必要な消費電力量である走行消費
電力量を算出するとともに、前記消費電力量情報、前記建物電気料金情報及び前記給電電
気料金情報に基づいて、前記移動体から前記建物への供給電力量を算出する消費電力量算
出部と、
　前記残電力量、前記走行消費電力量及び前記供給電力量に基づいて、前記給電施設にお
いて前記移動体に充電する施設充電電力量を算出する充電量算出部と、を備えることを特
徴とする充電量算出装置。
【請求項２】
　前記建物電気料金情報は、第１時間帯の電気料金を示す第１時間帯電気料金情報と、前
記第１時間帯の電気料金よりも低い第２時間帯の電気料金を示す第２時間帯電気料金情報
と、を含み、
　前記消費電力量算出部は、前記給電電気料金が前記第１時間帯の電気料金よりも低く且
つ前記第２時間帯の電気料金よりも高い場合に、前記移動体の前記建物への到着予想時刻
と、前記第１時間帯の電気料金から前記第２時間帯の電気料金に切り換わる時刻と、前記
消費電力量情報と、に基づいて前記供給電力量を算出することを特徴とする請求項１に記
載の充電量算出装置。
【請求項３】
　前記消費電力量情報は、日時、季節、天候、気温、湿度及び行事のうち少なくとも一つ
に関連付けられた過去の消費電力量を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の充電
量算出装置。
【請求項４】
　前記施設情報取得部は、前記移動体が到着可能な前記給電施設が複数存在する場合、前
記給電施設のそれぞれにおける経由と充電とに要する経由充電所要時間を示す所要時間情
報と、それぞれの前記給電施設及び前記建物において発生する合計電気料金を示す合計電
気料金情報と、を取得し、
　前記所要時間情報と、前記合計電気料金情報と、予め設定された優先度と、に基づいて
、経由する前記給電施設を選択する給電施設選択部をさらに備えることを特徴とする請求
項１～３のいずれか１項に記載の充電量算出装置。
【請求項５】
　建物に電力を供給可能な移動体への充電電力量を算出する充電量算出方法であって、
　前記移動体の残電力量を示す残電力量情報を取得する移動体情報取得工程と、
　前記移動体の現在位置を示す現在位置情報、前記建物の位置を示す建物位置情報、及び
、前記移動体に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施設位置情報、を取得する位置情
報取得工程と、
　前記建物における消費電力量を示す消費電力量情報、及び、該建物における時間帯毎の
電気料金を示す建物電気料金情報を取得する建物情報取得工程と、
　前記給電施設において前記移動体に電力を供給する際の電気料金である給電電気料金を
示す給電電気料金情報を取得する施設情報取得工程と、
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　前記現在位置情報、前記施設位置情報及び前記建物位置情報に基づいて、前記現在位置
から前記給電施設を経由して前記建物に到着するまでに必要な消費電力量である走行消費
電力量を算出するとともに、前記消費電力量情報、前記建物電気料金情報及び前記給電電
気料金情報に基づいて、前記移動体から前記建物への供給電力量を算出する消費電力量算
出工程と、
　前記残電力量、前記走行消費電力量及び前記供給電力量に基づいて、前記給電施設にお
いて前記移動体に充電する施設充電電力量を算出する充電量算出工程と、を含むことを特
徴とする充電量算出方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の充電量算出方法を、コンピュータにより実行させることを特徴とする
充電量算出プログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載の充電量算出プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物に電力を供給可能な移動体への充電電力量を算出する充電量算出装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気自動車に搭載される補給施設案内装置（充電量算出装置）として、目的地ま
での経路上における複数の充電施設を検出するとともに、各充電施設の充電価格（電気料
金）を比較するものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載さ
れた従来の補給施設案内装置では、各充電施設の到着予想時刻を算出することにより、時
間帯によって充電価格が変化する場合でも、充電コストが最も低くなるように充電施設を
案内するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電気自動車やプラグインハイブリット車のようにバッテリーを有する車両（
移動体）は、建物に電力を供給可能に構成されることがある。しかしながら、特許文献１
に記載された補給施設案内装置は、自宅に到達可能な最低限の電力量を充電するように構
成されており、帰宅後に車両から建物に電力を供給することができず、充電施設の充電価
格の方が自宅の充電価格よりも低い場合、経済的な充電方法となるとは限らない。また、
ある時間帯において充電施設の充電価格の方が同時間帯の自宅の充電価格より低くても、
他の時間帯の自宅の充電価格の方がさらに低くなることもあり、充電施設において満充電
することが経済的な充電方法となるとは限らない。即ち、従来の補給施設案内装置では、
建物への供給電力量も考慮して低コストとなるように充電することが困難であった。
【０００５】
　したがって、本発明の課題は、建物に電力を供給可能な移動体を給電施設で充電する際
に低コストとなる充電電力量を算出可能な充電量算出装置を提供することが一例として挙
げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した課題を解決し目的を達成するために、請求項１に記載の本発明の充電量算出装
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置は、建物に電力を供給可能な移動体の残電力量を示す残電力量情報を取得する移動体情
報取得部と、前記移動体の現在位置を示す現在位置情報、前記建物の位置を示す建物位置
情報、及び、前記移動体に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施設位置情報、を取得
する位置情報取得部と、前記建物における消費電力量を示す消費電力量情報、及び、該建
物における時間帯毎の電気料金を示す建物電気料金情報を取得する建物情報取得部と、前
記給電施設において前記移動体に電力を供給する際の電気料金である給電電気料金を示す
給電電気料金情報を取得する施設情報取得部と、前記現在位置情報、前記施設位置情報及
び前記建物位置情報に基づいて、前記現在位置から前記給電施設を経由して前記建物に到
着するまでに必要な消費電力量である走行消費電力量を算出するとともに、前記消費電力
量情報、前記建物電気料金情報及び前記給電電気料金情報に基づいて、前記移動体から前
記建物への供給電力量を算出する消費電力量算出部と、前記残電力量、前記走行消費電力
量及び前記供給電力量に基づいて、前記給電施設において前記移動体に充電する施設充電
電力量を算出する充電量算出部と、を備えることを特徴としている。
【０００７】
　請求項５に記載の本発明の充電量算出方法は、建物に電力を供給可能な移動体への充電
電力量を算出する充電量算出方法であって、前記移動体の残電力量を示す残電力量情報を
取得する移動体情報取得工程と、前記移動体の現在位置を示す現在位置情報、前記建物の
位置を示す建物位置情報、及び、前記移動体に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施
設位置情報、を取得する位置情報取得工程と、前記建物における消費電力量を示す消費電
力量情報、及び、該建物における時間帯毎の電気料金を示す建物電気料金情報を取得する
建物情報取得工程と、前記給電施設において前記移動体に電力を供給する際の電気料金で
ある給電電気料金を示す給電電気料金情報を取得する施設情報取得工程と、前記現在位置
情報、前記施設位置情報及び前記建物位置情報に基づいて、前記現在位置から前記給電施
設を経由して前記建物に到着するまでに必要な消費電力量である走行消費電力量を算出す
るとともに、前記消費電力量情報、前記建物電気料金情報及び前記給電電気料金情報に基
づいて、前記移動体から前記建物への供給電力量を算出する消費電力量算出工程と、前記
残電力量、前記走行消費電力量及び前記供給電力量に基づいて、前記給電施設において前
記移動体に充電する施設充電電力量を算出する充電量算出工程と、を含むことを特徴とし
ている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例に係る充電量算出装置の概略を示すブロック図である。
【図２】前記充電量算出装置が実行する充電量算出処理の手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図３】前記充電量算出処理におけるリスト作成処理の手順の一例を示すフローチャート
である。
【図４】前記リスト作成処理における電気料金算出処理の手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】前記電気料金算出処理における走行電力量算出処理の手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図６】前記電気料金算出処理における消費電力量算出処理の手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図７】前記電気料金算出処理における電気料金取得処理の手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を説明する。本発明の実施形態に係る充電量算出装置は、建物
に電力を供給可能な移動体の残電力量を示す残電力量情報を取得する移動体情報取得部と
、移動体の現在位置を示す現在位置情報、建物の位置を示す建物位置情報、及び、移動体
に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施設位置情報、を取得する位置情報取得部と、
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建物における消費電力量を示す消費電力量情報、及び、建物における時間帯毎の電気料金
を示す建物電気料金情報を取得する建物情報取得部と、給電施設において移動体に電力を
供給する際の電気料金である給電電気料金を示す給電電気料金情報を取得する施設情報取
得部と、現在位置情報、施設位置情報及び建物位置情報に基づいて、現在位置から給電施
設を経由して建物に到着するまでに必要な消費電力量である走行消費電力量を算出すると
ともに、消費電力量情報、建物電気料金情報及び給電電気料金情報に基づいて、移動体か
ら建物への供給電力量を算出する消費電力量算出部と、残電力量、走行消費電力量及び供
給電力量に基づいて、給電施設において移動体に充電する施設充電電力量を算出する充電
量算出部と、を備える。
【００１０】
　このような本実施形態の充電量算出装置によれば、建物情報取得部が消費電力量情報を
取得することで、移動体が建物に到着した後に建物にて消費される電力量を推測すること
ができる。消費電力量算出部が、消費電力量情報（即ち、この消費電力量情報に基づいて
推測した当日の消費電力量）だけでなく、建物電気料金情報及び給電電気料金にも基づい
て、移動体から建物への供給電力量を算出することで、建物と給電施設との電気料金を比
較して、低コストとなる供給電力量を決定することができる。このとき、建物電気料金情
報が時間帯毎の電気料金を示すため、建物の電気料金と給電施設の電気料金との高低が時
間帯によって逆転するような場合でも、低コストとなる供給電力量を決定することができ
る。充電量算出部が、このように算出した供給電力量と、残電力量と、建物に到着するま
でに必要な走行消費電力量と、に基づいて、施設充電電力量を算出することで、移動体を
給電施設で充電する際に低コストとなる充電電力量を算出することができる。
【００１１】
　建物電気料金情報は、第１時間帯の電気料金を示す第１時間帯電気料金情報と、第１時
間帯の電気料金よりも低い第２時間帯の電気料金を示す第２時間帯電気料金情報と、を含
み、消費電力量算出部は、前記給電電気料金が第１時間帯の電気料金よりも低く且つ第２
時間帯の電気料金よりも高い場合に、移動体の建物への到着予想時刻と、第１時間帯の電
気料金から第２時間帯の電気料金に切り換わる時刻と、消費電力量情報と、に基づいて供
給電力量を算出することが好ましい。それにより、到着予想時刻と、第２時間帯の電気料
金に切り換わる時刻と、消費電力量情報と、に基づいて、移動体が建物に到着した後且つ
第１時間帯における建物での消費電力量を算出することができる。給電電気料金が第１時
間帯の電気料金よりも低く且つ第２時間帯の電気料金よりも高い場合に、算出した消費電
力量を供給電力量とすることで、給電電気料金よりも高い電気料金が適用される第１時間
帯においては、給電電気料金で充電した電力を用い、給電電気料金よりも低い電気料金が
適用される第２時間帯においては、第２時間帯の電気料金で提供される電力を用いること
ができ、さらに低コスト化することができる。
【００１２】
　消費電力量情報は、日時、季節、天候、気温、湿度及び行事のうち少なくとも一つに関
連付けられた過去の消費電力量を含むことが好ましい。それにより、移動体が建物に到着
した後に建物にて消費される電力量を精度良く推測することができる。即ち、例えば季節
や天候、気温、湿度に基づいて、冷暖房機器の使用による消費電力量の増減を推測したり
、日時や行事に基づいてテレビや音響機器等の使用による消費電力量の増減を推測したり
することができる。
【００１３】
　施設情報取得部は、移動体が到着可能な給電施設が複数存在する場合、給電施設のそれ
ぞれにおける経由及び充電に要する経由充電所要時間を示す所要時間情報と、それぞれの
給電施設及び建物において発生する合計電気料金を示す合計電気料金情報と、を取得し、
所要時間情報と、合計電気料金情報と、予め設定された優先度と、に基づいて、経由する
給電施設を選択する給電施設選択部をさらに備えることが好ましい。それにより、所要時
間が短いことを優先するか、又は、低料金で充電することを優先するかに応じて、給電施
設を選択することができる。ここで、合計電気料金とは、給電施設を経由して建物に到着
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する際に消費する電力量と、建物で使用する電力量と、によって発生する料金であって、
例えば、建物で使用される電力が全て給電施設で給電した電力によって賄われる場合、給
電施設で発生する料金が合計電気料金となる。一方、建物に到着するための電力量だけ給
電施設で給電し、建物が事業者から供給される電力を消費する場合、給電施設で発生する
料金と建物で発生する料金との合計が合計電気料金となる。さらに、所要時間と電気料金
とについて予め優先度を設定しておくことにより、施設情報取得部に給電施設を自動的に
選択させることができる。
【００１４】
　また、本発明の実施形態に係る充電量算出方法は、建物に電力を供給可能な移動体への
充電電力量を算出する充電量算出方法であって、移動体の残電力量を示す残電力量情報を
取得する移動体情報取得工程と、移動体の現在位置を示す現在位置情報、建物の位置を示
す建物位置情報、及び、移動体に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施設位置情報、
を取得する位置情報取得工程と、建物における消費電力量を示す消費電力量情報、及び、
建物における時間帯毎の電気料金を示す建物電気料金情報を取得する建物情報取得工程と
、給電施設において移動体に電力を供給する際の電気料金である給電電気料金を示す給電
電気料金情報を取得する施設情報取得工程と、現在位置情報、施設位置情報及び建物位置
情報に基づいて、現在位置から給電施設を経由して建物に到着するまでに必要な消費電力
量である走行消費電力量を算出するとともに、消費電力量情報、建物電気料金情報及び給
電電気料金情報に基づいて、移動体から建物への供給電力量を算出する消費電力量算出工
程と、残電力量、走行消費電力量及び供給電力量に基づいて、給電施設において移動体に
充電する施設充電電力量を算出する充電量算出工程と、を含む。このような本実施形態の
充電量算出方法によれば、上記の充電量算出装置と同様に、建物に電力を供給可能な移動
体を給電施設で充電する際に低コストとなる充電電力量を算出することができる。
【００１５】
　また、上述した充電量算出方法をコンピュータにより実行させる充電量算出プログラム
としてもよい。このようにすることにより、コンピュータを用いて、建物に電力を供給可
能な移動体を給電施設で充電する際に低コストとなる充電電力量を算出することができる
。
【００１６】
　また、上述した充電量算出プログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納し
てもよい。このようにすることにより、当該プログラムを機器に組み込む以外に単体でも
流通させることができ、バージョンアップ等も容易に行える。
【実施例】
【００１７】
　以下、本発明の実施例について具体的に説明する。図１は、本発明の実施例に係る充電
量算出装置１の概略を示すブロック図であり、図２は、充電量算出装置１が実行する充電
量算出処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図３は、充電量算出処理における
リスト作成処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図４は、リスト作成処理にお
ける電気料金算出処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図５は、電気料金算出
処理における走行電力量算出処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図６は、電
気料金算出処理における消費電力量算出処理の手順の一例を示すフローチャートであり、
図７は、電気料金算出処理における電気料金取得処理の手順の一例を示すフローチャート
である。
【００１８】
　充電量算出装置１は、建物に電力を供給可能な移動体としての車両（例えば電気自動車
やプラグインハイブリット車等）への充電電力量を算出するように構成され、移動体情報
取得部としての車両情報取得部と、位置情報取得部と、建物情報取得部と、施設情報取得
部と、消費電力量算出部と、充電量算出部と、給電施設選択部と、電力量出力部と、を備
える。本実施例では、充電量算出装置１は、カーナビゲーションシステム等の車載装置Ｃ
Ｓの一部を使用するように構成されている。車載装置ＣＳは、外部通信機器ＣＮによって
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ネットワーク接続され、ＧＰＳアンテナＧによって人工衛星と通信可能に構成され、残電
力量取得部２によって車両のバッテリーＢの情報を取得可能に構成され、表示部５と入力
装置６とを備える。
【００１９】
　車両情報取得部は、車両のバッテリーＢの残電力量を示す残電力量情報を取得するよう
に構成されている。本実施例では、車載装置ＣＳの中央演算装置（以下、ＣＰＵとする）
３が、残電力量取得部２を介して残電力量情報を取得するように構成されており、ＣＰＵ
３が車両情報取得部として機能する。
【００２０】
　位置情報取得部は、車両の現在位置を示す現在位置情報、建物としての自宅の位置を示
す建物位置情報、及び、車両に電力を供給可能な給電施設の位置を示す施設位置情報を取
得するように構成されている。本実施例では、車載装置ＣＳの記憶部Ｍには予め複数の給
電施設が充電スポットデータベースＤ１として登録されており、ＣＰＵ３のナビゲーショ
ン制御部３１が、ＧＰＳ制御部４及びＧＰＳアンテナＧを介して現在位置情報を取得する
とともに、記憶部Ｍに記憶された地図データベースＤ２から建物位置情報を取得し、地図
データベースＤ２及び充電スポットデータベースＤ１に基づいて到着可能な給電施設を選
択してその施設位置情報を取得するように構成されており、ナビゲーション制御部３１が
位置情報取得部として機能する。尚、給電施設は、現在位置から自宅へ向かう経路に対し
て所定範囲（例えば２００ｍ）内且つ残電力量によって車両が到着可能なものを検索して
もよいし、自宅の位置に関わらず現在位置から例えば１０ｋｍ以内で検索してもよい。ま
た、このように経路からの範囲内の給電施設を検索する方法と、現在位置からの範囲内の
給電施設を検索する方法と、をユーザが適宜に選択することができる構成であってもよい
。
【００２１】
　建物情報取得部は、自宅における過去の消費電力量を示す消費電力量情報、及び、自宅
における時間帯毎の電気料金を示す建物電気料金情報を取得するように構成されている。
本実施例では、ＣＰＵ３の通信制御部３２が、外部通信機器ＣＮを介して消費電力量情報
及び建物電気料金情報を取得するように構成されており、通信制御部３２が建物情報取得
部として機能する。尚、消費電力量情報及び建物電気料金情報は、例えば車載装置ＣＳと
ネットワーク接続されたサーバに記憶されているものとする。また、自宅に電力を供給す
る事業者と通信することで建物電気料金情報を取得してもよい。
【００２２】
　消費電力量情報は、例えば１時間毎の消費電力量の履歴であって、日時、季節、天候、
気温、湿度及び行事等の複数の消費予想パラメータに関連付けられて記憶されている。即
ち、自宅における消費電力量の傾向がわかるような履歴となっている。例えば、特定の曜
日の特定の時間帯にテレビ番組を視聴したり、気温が高い日に冷房を使用したり、正月や
ユーザの誕生日等に人が集まったりすることにより消費電力量が大きくなることが考えら
れ、各消費予想パラメータと消費電力量との相関関係を記憶することにより、各消費予想
パラメータに基づいて、その日の自宅での消費電力量を推測することができる。
【００２３】
　建物電気料金情報は、第１時間帯の電気料金としての昼間電気料金を示す昼間電気料金
情報（第１時間帯電気料金情報）と、昼間電気料金よりも低い第２時間帯の電気料金とし
ての夜間電気料金を示す夜間電気料金情報（第２時間帯電気料金情報）と、を含む。本実
施例では、例えば午後１１時から翌日午前７時まで夜間電気料金が適用され、その他の時
間帯は昼間電気料金が適用されるものとする。即ち、午後１１時が、昼間電気料金から夜
間電気料金に切り換わる料金変更時刻となる。
【００２４】
　施設情報取得部は、給電施設において車両に電力を供給する際の電気料金を示す給電電
気料金情報を取得するように構成されている。本実施例では、通信制御部３２が外部通信
機器ＣＮを介して給電電気料金情報を取得するように構成されており、通信制御部３２が
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施設情報取得部として機能する。
【００２５】
　充電スポットデータベースＤ１には、各給電施設について、種別（普通充電又は急速充
電）、位置情報、電気料金及び充電スポット混雑係数が登録されている。尚、充電スポッ
ト混雑係数とは、給電施設における給電機器の数や混雑の度合いを数値化したものである
。例えば、急速充電で所定の充電電力量を充電するために３０分必要とし、その給電施設
における充電スポット混雑係数が１．２の場合、これらを乗じ、実際の充電には３６分程
度必要となると推測される。
【００２６】
　施設情報取得部は、車両が到着可能な給電施設のそれぞれについて、現在位置情報と、
施設位置情報と、通信制御部３２が外部通信機器ＣＮを介して取得した渋滞情報と、に基
づいて、経由するために要する時間を算出する。さらに、施設情報取得部は、種別と混雑
係数とに基づいて、給電施設のそれぞれにおいて充電に要する時間を算出する。各給電施
設の経由に要する時間と充電に要する時間との合計時間が、経由充電所要時間となり、施
設情報取得部は、経由充電所要時間を示す所要時間情報を取得する。本実施例では、所要
時間と電気料金とについて予め優先度が設定されており、施設情報取得部は、優先度と、
所要時間情報と、後述する合計電気料金情報と、に基づいて、複数の給電施設の中から経
由する給電施設を自動的に選択する。即ち、施設情報取得部は、時間優先の場合、経由給
電所要時間の短い給電施設を選択し、料金優先の場合、自宅での使用分も含めた合計の電
気料金の低い給電施設を選択する。また、電気料金と所要時間と総合的に判断できるよう
にそれぞれを点数化し、各給電施設における合計点数を比較することで給電施設を選択し
てもよい。
【００２７】
　消費電力量算出部は、現在位置情報、施設位置情報及び建物位置情報に基づいて、現在
位置から給電施設を経由して自宅に到着するまでに必要な消費電力量である走行消費電力
量を算出するとともに、消費電力量情報、建物電気料金情報及び給電電気料金情報に基づ
いて、車両から自宅への供給電力量を算出するように構成されている。本実施例では、ナ
ビゲーション制御部３１が各位置情報と地図データベースＤ２とに基づいて走行経路を検
索し、通信制御部３２が渋滞情報を取得することにより、ＣＰＵ３が、現在位置から給電
施設に到着するまでの第１走行消費電力量と、給電施設から自宅に到着するまでの第２走
行消費電力量と、を算出する、即ち、これらの合計である走行消費電力量を算出する。ま
た、ＣＰＵ３が、後述するような手順で供給電力量を算出し、消費電力量算出部として機
能する。
【００２８】
　充電量算出部は、残電力量、走行消費電力量及び供給電力量に基づいて、給電施設にお
いて車両に充電する施設充電電力量を算出する。本実施例では、ＣＰＵ３が、後述するよ
うな手順で施設充電電力量を算出し、充電量算出部として機能する。
【００２９】
　給電施設選択部は、後述するように、所要時間情報と、合計電気料金情報と、予め設定
された優先度と、に基づいて、経由する給電施設を選択する。本実施例では、ＣＰＵ３が
給電施設選択部として機能する。
【００３０】
　電力出力部は、充電量算出部が算出した施設充電電力量を示す充電電力量情報を出力す
る。本実施例では、車載装置ＣＳの表示部５が充電電力量情報を表示し、この表示部５が
電力出力部として機能する。尚、他の車載機器の表示部やメータ、ヘッドアップディスプ
レイ等が電力出力部として機能してもよいし、音声出力によって充電電力量情報が出力さ
れてもよい。
【００３１】
　車載装置ＣＳは、入力装置６を備えており、搭乗者が目的地を入力することができるよ
うになっている。また、車載装置ＣＳの記憶部Ｍは、過去の時間帯毎の渋滞情報を記憶す



(9) JP 2016-181109 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

ることで、ＣＰＵ３が渋滞予測情報を取得することができるようになっている。また、後
述するように、車載装置ＣＳは、外部通信機器ＣＮから渋滞情報を取得してもよい。
【００３２】
　以下、ＣＰＵ３が実行する充電量算出処理の一例について、図２～７のフローチャート
を参照して説明する。
【００３３】
　搭乗者が入力装置６に目的地として自宅を入力すると、ＣＰＵ３は、図２に示す充電量
算出処理を開始し、候補となる給電施設の所要時間情報及び合計電気料金のリストを作成
するためのリスト作成処理を実行する（Ｓ０）。
【００３４】
　リスト作成処理では、図３に示すように、ＣＰＵ３は、バッテリーＢの残電力量及び車
両の現在位置を取得（Ｓ２０）し、建物位置情報を取得するとともに現在位置から自宅ま
でのルート（経路）を検索し（Ｓ２１）、充電スポットデータベースＤ１に登録された給
電施設のうち、現在位置から自宅へ向かう経路に対して所定範囲内且つ残電力量によって
車両が到着可能な給電施設を取得する（Ｓ２２）。次に、ＣＰＵ３は、取得した給電施設
があるかを判定する（Ｓ２３）。取得した給電施設がない場合（Ｓ２３でＮ）、ＣＰＵ３
は、表示部５に警告（例えば「給電施設なし」等）を表示させ（Ｓ２４）、全ての処理を
終了する。一方、取得した給電施設がある場合（Ｓ２３でＹ）、ＣＰＵ３は、１つの給電
施設について電気料金を算出するための電気料金算出処理を実行する（Ｓ２５）。Ｓ２０
が車両情報取得工程（移動体情報取得工程）に相当し、Ｓ２０～Ｓ２２が位置情報取得工
程に相当する。
【００３５】
　電気料金算出処理では、図４に示すように、ＣＰＵ３は、給電施設に到着するまでに要
する時間を算出するとともに、第１走行消費電力量を算出して残電力量から減じ、給電施
設への到着時に残る予想残電力量を算出する（Ｓ３０）。次に、ＣＰＵ３は、第２走行消
費電力量を算出する走行電力量算出処理を実行する（Ｓ３１）。
【００３６】
　走行電力量算出処理では、図５に示すように、ＣＰＵ３は、給電施設から自宅までのル
ートを検索する（Ｓ６０）。次いで、ＣＰＵ３は、ルート上の渋滞情報を外部のサーバか
ら取得し（Ｓ６１）、ルート上の渋滞情報を道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ（登録
商標））から取得し（Ｓ６２）、ルート上の渋滞予測情報を記憶部Ｍから取得する（Ｓ６
３）。Ｓ６１～Ｓ６３は、少なくとも１つが実行されればよい。また、Ｓ６１～Ｓ６３の
工程は省略されてもよく、Ｓ６１～Ｓ６３が省略される場合や、Ｓ６１～Ｓ６３が実行さ
れても渋滞情報が取得できなかったり情報が存在しなかったりする場合には、渋滞なしと
して走行消費電力を算出してもよい。次に、ＣＰＵ３は、ルートにおける高低差の情報を
取得する（Ｓ６４）。高低差の情報は、例えば地図データベースＤ２とともに記憶部Ｍに
記憶されていればよい。このように取得した渋滞情報と高低差の情報とに基づいて、ＣＰ
Ｕ３は、第２走行消費電力量を算出し（Ｓ６５）、走行電力量算出処理を終了する。尚、
電気料金算出処理のＳ３０において、走行電力量算出処理と同様の処理を実行して第１走
行消費電力量を算出してもよい。
【００３７】
　ＣＰＵ３は、電気料金算出処理に戻り、帰宅後に自宅で使用する予想消費電力量を算出
する消費電力量算出処理を実行する（Ｓ３２）。消費電力量算出処理では、図６に示すよ
うに、ＣＰＵ３は、Ｓ６０で検索したルートに基づいて自宅への到着予想時刻を取得し（
Ｓ７０）、料金変更時刻を取得する（Ｓ７１）。ＣＰＵ３は、到着予想時刻から料金変更
時刻までの時間（昼間電気使用時間）を算出する（Ｓ７２）。到着予想時刻が料金変更時
刻以降である場合には、昼間電気使用時間は０とする。次に、ＣＰＵ３は、消費電力量情
報及び到着予想日時における消費予想パラメータを取得し（Ｓ７３）、消費予想パラメー
タに基づいて単位時間毎の消費電力量を推測する（Ｓ７４）。電気使用時間と単位時間毎
の消費電力量とに基づいて、ＣＰＵ３は、予想消費電力量を算出し（Ｓ７５）、消費電力



(10) JP 2016-181109 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

量算出処理を終了する。Ｓ７１～Ｓ７３が、建物情報取得工程に相当する。
【００３８】
　ＣＰＵ３は、電気料金算出処理に戻り、給電電気料金情報を取得する電気料金取得処理
を実行する（Ｓ３３）。電気料金取得処理では、図７に示すように、ＣＰＵ３は給電電気
料金が時間帯によって変動するか否かを判定する（Ｓ８０）。尚、季節や曜日によって給
電電気料金が変動したり、給電施設が値引きを行っていたりする場合もあるため、時間帯
以外による要因で電気料金が変動するか否かについても判定してもよい。給電電気料金が
変動する場合（Ｓ８０でＹ）、ＣＰＵ３は、給電電気料金情報及びその変動に関する情報
が記憶されたデータベースから、給電施設に到着する予想時刻における給電電気料金情報
を取得し（Ｓ８１、施設情報取得工程）、電気料金取得処理を終了する。一方、給電施設
の電気料金が変動しない場合（Ｓ８０でＮ）、ＣＰＵ３は、充電スポットデータベースＤ
１から給電電気料金情報を取得し（Ｓ８２）、電気料金取得処理を終了する。
【００３９】
　ＣＰＵ３は、電気料金算出処理に戻り、給電電気料金が夜間電気料金よりも低いか否か
を判定する（Ｓ３４）。給電電気料金が夜間電気料金よりも低い場合（Ｓ３４でＹ）、Ｃ
ＰＵ３は、帰宅後の全予想消費電力量を車両から自宅への供給電力量とするとともに、帰
宅時の残電力量がこの供給電力量と等しくなるように施設充電電力量を算出する（Ｓ３５
）。即ち、走行消費電力量と供給電力量との和から残電力量を減じた値を施設充電電力量
とする。さらに、ＣＰＵ３は、現在位置から給電施設に到着するまでに要する時間と、充
電に要する時間と、給電施設から帰宅するまでに要する時間と、充電スポット混雑係数と
、を算出・取得する（Ｓ３６）。即ち、ＣＰＵ３は、経由充電所要時間を算出する。次い
で、ＣＰＵ３は、給電電気料金と施設充電電力量とに基づいて、給電施設で発生する電気
料金を合計電気料金として算出（Ｓ３７）し、電気料金算出処理を終了する。尚、給電電
気料金が無料の場合には、合計電気料金は０となる。
【００４０】
　一方、給電電気料金が夜間電気料金以上の場合（Ｓ３４でＮ）、ＣＰＵ３は、給電電気
料金が昼間電気料金よりも低いか否かを判定する（Ｓ３８）。給電電気料金が昼間電気料
金よりも低い場合（Ｓ３８でＹ）、ＣＰＵ３は、帰宅してから料金変更時刻までの予想消
費電力量を車両から自宅への供給電力量とするとともに、帰宅時の残電力量がこの供給電
力量と等しくなるように施設充電電力量を算出する（Ｓ３９）。さらに、ＣＰＵ３は、Ｓ
３６と同様に、経由充電所要時間を算出する（Ｓ４０）。次いで、ＣＰＵ３は、給電施設
で発生する電気料金と、料金変更時刻以降の予想消費電力量によって自宅で発生する電気
料金と、の和を合計電気料金として算出し（Ｓ４１）、電気料金算出処理を終了する。
【００４１】
　給電電気料金が昼間電気料金以上の場合（Ｓ３８でＮ）、ＣＰＵ３は、現時点での残電
力量が自宅に到着するための走行消費電力量以上であるか否かを判定する（Ｓ４２）。残
電力量が走行消費電力量以上である場合（Ｓ４２でＹ）、ＣＰＵ３は、車両から自宅への
供給電力量を０とし、施設充電電力量も０とする（Ｓ４３）。即ち、車両が給電施設を経
由しないものとする。さらに、ＣＰＵ３は、給電施設を経由せず現在位置から自宅に到着
するまでに要する時間を経由充電所要時間として算出する（Ｓ４４）。次いで、ＣＰＵ３
は、帰宅後の全予想消費電力量によって自宅で発生する電気料金を合計電気料金として算
出し（Ｓ４５）、電気料金算出処理を終了する。
【００４２】
　一方、残電力量が走行消費電力量未満である場合（Ｓ４２でＮ）、ＣＰＵ３は、車両か
ら自宅への供給電力量を０とし、充電後の残電力量が第２走行消費電力量と等しくなるよ
うに施設充電電力量を算出する（Ｓ４６）。即ち、走行消費電力量から現在位置での残電
力量を減じた値が施設充電電力量となる。さらに、ＣＰＵ３は、Ｓ３６と同様に、経由充
電所要時間を算出する（Ｓ４７）。次いで、ＣＰＵ３は、給電施設で発生する電気料金と
、帰宅後の全予想消費電力量によって自宅で発生する電気料金と、の和を合計電気料金と
して算出し（Ｓ４８）、電気料金算出処理を終了する。
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【００４３】
　以上のようなＳ３０、Ｓ６５、Ｓ７４、Ｓ７５、Ｓ３５、Ｓ３９、Ｓ４３及びＳ４６が
、消費電力量算出工程に相当し、Ｓ３５、Ｓ３９、Ｓ４３及びＳ４６が、充電量算出工程
に相当する。
【００４４】
　電気料金算出処理が終了したら、ＣＰＵ３は、リスト作成処理に戻り、Ｓ２１で取得し
た給電施設のうち電気料金算出処理が行われていないものがあるか否かを判定する（Ｓ２
６）。電気料金算出処理が行われていない給電施設がある場合（Ｓ２６でＹ）、ＣＰＵ３
は再びＳ２５に戻り、その給電施設について電気料金算出処理を実行する。また、電気料
金算出処理が行われていない給電施設がない場合（Ｓ２６でＮ）、ＣＰＵ３はリスト作成
処理を終了する。
【００４５】
　リスト作成処理が終了したら、ＣＰＵ３は、充電量算出処理に戻り、Ｓ２１で取得した
給電施設を予め設定された優先度の順に並べる（Ｓ１）。このとき、給電施設に経由しな
い条件も並べる。次に、ＣＰＵ３は、リストの最上位が給電施設を経由しない条件である
か否かを判定する（Ｓ２）。リストの最上位が給電施設を経由しない条件である場合（Ｓ
２でＹ）、ＣＰＵ３は充電量算出処理を終了する。一方、リストの最上位が給電施設であ
る場合（Ｓ２でＮ）、ＣＰＵ３はこの給電施設を経由する給電施設として選択する（Ｓ３
）。次に、ＣＰＵ３は、この給電施設への到着に要する時間だけ待機し（Ｓ４）、車両が
給電施設に到着したか否かを判定する（Ｓ５）。車両が給電施設に到着した場合、（Ｓ５
でＹ）、ＣＰＵ３は、Ｓ３５、Ｓ３９、Ｓ４３又はＳ４６で算出した施設充電電力量を施
設充電電力量情報として表示部５に表示させ（Ｓ６）、充電が完了したか否かを繰り返し
判定する（Ｓ７）。尚、Ｓ３で選択された給電施設とは別の給電施設に車両が到着した場
合、Ｓ５でＹと判定するとともに、到着した給電施設における施設充電電力量情報を表示
させる。また、選択された給電施設の電気料金が夜間電気料金よりも低い場合（Ｓ３４で
Ｙ）、満充電を指示する施設充電電力量情報を表示させてもよい。
【００４６】
　充電が完了したら（Ｓ７でＹ）、ＣＰＵ３は、自宅への到着に要する時間だけ待機し（
Ｓ８）、車両が自宅に到着したか否かを繰り返し判定する（Ｓ９）。車両が自宅に到着し
たら（Ｓ９でＹ）、ＣＰＵ３は充電量算出処理を終了する。
【００４７】
　一方、車両が給電施設に到着しない場合（Ｓ５でＮ）、車両が自宅に到着したか否かを
判定する（Ｓ１０）。即ち、運転者が給電施設に立ち寄らないと判断し、直接帰宅したか
否かを判定する。このとき、Ｓ１２の前に、例えば、最初の現在位置から自宅まで直接帰
宅するために要する時間から、Ｓ４での待機時間を減じた時間を待機時間として待機して
もよい。車両が自宅に到着した場合（Ｓ１０でＹ）、ＣＰＵ３は充電量算出処理を終了す
る。一方、車両が自宅に到着しない場合（Ｓ１０でＮ）、ＣＰＵ３は、その時点での残電
力量と、給電施設に到着時の残電力量の予測値（最初の残電力量から第１走行消費電力量
を減じた値）と、の差が所定値以内であるか否かを判定する（Ｓ１１）。残電力量と予測
値との差が所定値よりも大きい場合（Ｓ１１でＮ）、ＣＰＵ３は、Ｓ０に戻って再計算す
る。即ち、渋滞等によって給電施設への到着が予想よりも遅れるとともに消費電力量が大
きくなってしまった場合に、リストを再作成する。一方、残電力量と予測値との差が所定
値以内である場合（Ｓ１１でＹ）、ＣＰＵ３は、所定時間待機し（Ｓ１２）、ＣＰＵ３は
再びＳ５に戻る。
【００４８】
　上記の構成により、消費電力量情報だけでなく、建物電気料金情報及び給電電気料金に
も基づいて、車両から建物への供給電力量を算出することで、建物と給電施設との電気料
金を比較して、低コストとなる供給電力量を決定することができる。このように算出した
供給電力量と、残電力量と、建物に到着するまでに必要な走行消費電力量と、に基づいて
、施設充電電力量を算出することで、車両を給電施設で充電する際に低コストとなる充電
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電力量を算出することができる。
【００４９】
　さらに、建物電気料金情報が昼間電気料金情報と夜間電気料金情報と、を含み、給電電
気料金情報を昼間電気料金情報及び夜間電気料金情報と比較して供給電力量を算出するこ
とで、さらに低コスト化することができる。例えば、給電電気料金が昼間電気料金よりも
低く且つ夜間電気料金よりも高い場合に、昼間電気料金が適用される時間帯においては給
電電気料金で充電した電力を用い、夜間電気料金が適用される時間帯においては夜間電気
料金で提供される電力を用いることができる。
【００５０】
　なお、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、本発明の目的が達成できる他
の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。
【００５１】
　例えば、前記実施例では、第２時間帯の電気料金としての夜間電気料金が一種類である
ものとしたが、夜間電気料金が多段階に設定されていてもよく、この場合、消費電力量算
出処理において、各夜間電気料金も考慮して消費電力量を算出するとともに、電気料金算
出処理において、給電電気料金を各夜間電気料金と比較すればよい。また、夜間電気料金
が適用されず、自宅での電気料金が終日一定であってもよい。また、第１時間帯が昼間で
あり第２時間帯が夜間であるものとしたが、第１時間帯及び第２時間帯は、時刻による電
気料金の変化に応じて適宜に設定されていればよい。
【００５２】
　また、前記実施例では、過去の消費電力量が複数の消費予想パラメータに関連付けられ
ているものとしたが、過去の消費電力量は、複数の消費予想パラメータのうち一部と関連
付けられていてもよい。また、過去の消費電力量が消費予想パラメータと関連付けられず
、例えば過去の消費電力量の平均値を予想消費電力量としてもよい。また、搭乗者が当日
の予定等を入力することにより、その日の消費電力量を予測する構成としてもよい。
【００５３】
　また、前記実施例では、車両が到着可能な給電施設が複数存在する場合、あらかじめ設
定された優先度に基づいて経由する給電施設が自動的に選択されるものとしたが、表示部
５が施設出力部として機能することにより、給電施設毎の所要時間情報及び合計料金情報
を表示し、受付部としての入力装置６によって、表示された複数の給電施設から搭乗者が
１つを選択することを受け付けてもよい。また、給電施設の自動選択と、搭乗者による給
電施設の選択と、が切り換え可能に構成されていてもよい。
【００５４】
　また、前記実施例では、充電電力量情報を表示部５に表示するものとしたが、表示部５
に充電電力量情報を表示せず、例えばＣＰＵ３が制御部として給電施設における充電量を
制御し、自動的に施設充電電力量だけ充電される構成であってもよい。
【００５５】
　また、前記実施例では、電気料金算出処理において、帰宅後の予想消費電力や帰宅に必
要な走行消費電力に基づいて給電電力量を算出する、即ち、車両に充電された電力を自宅
にて使い切ったり、自宅への到着時に電力を使い切ったりするように施設充電電力量を算
出するものとしたが、施設充電電力量は、適宜な余裕を有するように算出されてもよい。
例えば、車両から建物への電力の供給終了後に、翌日走行するための電力が車両に残るよ
うに施設充電電力量を算出してもよい。
【００５６】
　また、前記実施例では、車両が電力を供給する建物として自宅を例示したが、この建物
は、電力事業者から電力を提供されるとともに車両から電力が供給されるものであればよ
く、例えばオフィスや店舗、別荘、キャンプ場の施設等であってもよい。
【００５７】
　その他、本発明を実施するための最良の構成、方法などは、以上の記載で開示されてい
るが、本発明は、これに限定されるものではない。すなわち、本発明は、主に特定の実施
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例に関して特に図示され、且つ、説明されているが、本発明の技術的思想および目的の範
囲から逸脱することなく、以上述べた実施例に対し、形状、材質、数量、その他の詳細な
構成において、当業者が様々な変形を加えることができるものである。従って、上記に開
示した形状、材質などを限定した記載は、本発明の理解を容易にするために例示的に記載
したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状、材質などの限定の
一部、もしくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含まれるものである
。
【符号の説明】
【００５８】
　１          充電量算出装置
　３          ＣＰＵ（車両情報取得部、消費電力量算出部、充電量算出部）
　３１        ナビゲーション制御部（位置情報取得部）
　３２        通信制御部（建物情報取得部、施設情報取得部）

【図１】 【図２】
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